
お客様との“和” 人との“和”を大切にしたい・・・ 
 

   

 
  

 
 

 
寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？ 

税制改正により、今年は提出いただく申告書が３つになり、記載内容も変更されています。 

変更内容や注意点をまとめましたので、ご確認ください。 

 
 

前年までは、従業員の方からは「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」

を提出して頂きましたが、今年より「扶養控除等申告書」に加えて「保険料控除申告書」と「配偶者

控除等申告書」を提出していただくことになります。新様式は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

扶養控除等申告書               保険料控除申告書 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                             配偶者控除等申告書 

今年の年末調整におけるポイント！               

配偶者がいる方は「配偶者控除等申告書」の提出を忘れずに！ 

配偶者がいる従業員の方は、昨年までは「扶養控除等申告書」を提出すれば適用を受けられましたが、

今年は「配偶者控除等申告書」の提出がないと、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けられませ

ん。また「配偶者控除等申告書」に、本人および配偶者の「所得の見積額」の記載がないと、配偶者

控除額・配偶者特別控除額を計算できません。必ず所得の見積額の記載を周知しましょう。 
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平成３０年分 年末調整にご注意ください！！ 
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※参考※「配偶者控除」と「配偶者特別控除」 

配偶者控除 

配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に、本人の合計所得金額に応じて一定額を所得から控除で

きます。 

配偶者の合計所得金額 
本人の合計所得金額ごとの控除額（老人加算あり） 

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 

38万円以下 38万円 26万円 13万円 

配偶者特別控除 

・配偶者の合計所得が38万円超の場合に、その金額と本人の合計所得金額に応じて一定額を控除でき

ます。 

･配偶者の合計所得金額の上限は、123万円です。 

配偶者の合計所得金額 
本人の合計所得金額ごとの控除額 

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 

38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 

85万円超 90万円以下        36万円 24万円 12万円 

90万円超 95円以下        31万円 21万円 11万円 

95万円超 100万円以下        26万円 18万円 9万円 

100万円超 105万円以下        21万円 14万円 7万円 

105万円超 110万円以下        16万円 11万円         6万円 

110万円超 115万円以下        11万円 8万円         4万円 

115万円超 120万円以下        6万円 4万円         2万円 

120万円超 123万円以下        3万円 2万円         1万円 

出典：㈱TKC 

また、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円以下に該当

する場合には、「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の記載が必要となりますの

で注意が必要です。 

（扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄を抜粋） 

 

 

 

(文責：谷村、大倉) 

 

～頭の体操なぞなぞコーナー～ 

今月のなぞなぞを出題します。解答は、次月のなごみ便りに掲載いたしますので是非挑戦してみてください！ 

 Q． 味方なのに敵だと疑われている虫はなんでしょう？ 

先月のQ． 「二回叩いて、あとは見つめるだけ。」 さて、これはなんのレシピ？ 

先月の答え. バンバンジー 


